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○

消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
二
第
三
項
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
九
十
号

）

1
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○

消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
二
第
三
項
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
九
十
号

）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
二
第
三
項
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚

消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
二
第
三
項
第
十
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
サ
ー
ビ
ス

生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
サ
ー
ビ
ス

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

）
第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

）
第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
又
は
中
国
残
留
邦
人

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
又
は
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
）
附
則
第

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
）
附
則
第

二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
二
第
三
項

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
二
第
三
項

に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
同
条
第
六
項

に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
す
る
サ
ー
ビ
ス
及
び
同
条
第
六

に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
計
画
を
作
成
す
る
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
保
険

項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
計
画
を
作
成
す
る
サ
ー
ビ
ス

法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第

一
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
に
よ
る
援
助
に
相
当
す

る
援
助
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

二

介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
四
十

二

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三

第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十

号
又
は
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
介
護
扶
助
又

四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
第

は
介
護
支
援
給
付
と
し
て
行
わ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
十
五
条
の
二
第
二

二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
と
し
て
行
わ
れ
る
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項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
わ

サ
ー
ビ
ス
（
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
こ
れ
ら

れ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

三

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
第

（
新
設
）

一
号
訪
問
事
業
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
及
び
同
号
ハ
に

規
定
す
る
第
一
号
生
活
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
に
相
当
す
る
支
援
（
法
第

十
五
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
と

し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）


